
◎救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別

措置法 
（平成一九年六月二七日法律第一〇三号）（参）   

一、提案理由（平成一九年四月二七日・参議院本会議） 

○鶴保庸介君 

……………（略）…………… 

 次に、救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法案につき

まして、厚生労働委員会を代表して、その提案の趣旨及び内容の概要を御説明申し上げ

ます。 

 救急医療用ヘリコプター、いわゆるドクターヘリは、事故、急病や災害等の発生時に

救急現場等に出動することにより、救命率の向上や後遺症の軽減に顕著な実績を上げて

おります。政府はドクターヘリの導入を進めておりますが、現在、十一機が運航するに

とどまっております。 

 そこで、本法律案は、ドクターヘリを用いた救急医療の全国的な確保を図るための特

別の措置を講ずることにより、良質かつ適切な救急医療を提供する体制の確保に寄与し

ようとするものであります。 

 以下、本法律案の概要につきまして御説明申し上げます。 

 第一に、この法律による施策は、救急医療用ヘリコプターにより速やかに救急医療を

行う態勢を全国的に整備することを目標としております。 

 第二に、厚生労働大臣は、医療法の基本方針に救急医療用ヘリコプターを用いた救急

医療の確保に関する事項を定めるものとしております。 

 第三に、都道府県は、救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の提供に関し、関係

者が協議する場を設ける等の措置を講ずるものとしております。 

 第四に、救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の提供に対する補助の制度を定め

ることとしております。 

 第五に、民間からの寄附に基づく基金を設けて、助成金を交付する非営利法人を登録

する制度を設けることとしております。 

 第六に、政府は、この法律の施行後三年を目途として、救急医療用ヘリコプターに要

する費用のうち診療に要するものについて、健康保険法等の規定に基づく支払について

検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとしております。 

 なお、この法律は、一部を除き、公布の日から施行することとしております。 

 以上がこの法律案の提案の趣旨及び内容の概要であります。 

 なお、本法律案は厚生労働委員会において全会一致をもって委員会提出の法律案とす

ることに決定したものであり、何とぞ速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。 

 以上、御報告申し上げます。 

二、衆議院厚生労働委員長報告（平成一九年六月一九日） 



○櫻田義孝君 ただいま議題となりました両案について、厚生労働委員会における審査

の経過及び結果を御報告申し上げます。 

……………（略）…………… 

 次に、救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法案につい

て申し上げます。 

 本案は、医師が直ちに搭乗できる場所に配備されている救急医療用ヘリコプターを用

いた救急医療の全国的な確保を図るため、国及び都道府県が整備目標を定めること、補

助を行うことができること等の措置を講じようとするものであります。 

 本案は、参議院提出に係るもので、去る六月十二日本委員会に付託され、翌十三日参

議院厚生労働委員長代理者参議院議員阿部正俊君から提案理由の説明を聴取し、十五日

質疑を行い、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決

した次第であります。 

 以上、御報告申し上げます。 

 （注） 参議院においては、委員会の審査は省略された。 


